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あ
な
た
が
投
じ
る
未
来
へ
の
一
票

投
票
日
は
10
月
21
日
㈰

　
任
期
満
了
に
よ
る
市
長
選
挙
と
市
議
会
議
員
選
挙
は
、
10
月
14
日

㈰
告
示
、
10
月
21
日
㈰
が
投
票
日
で
す
。
今
後
の
市
政
を
託
す
大
切

な
選
挙
。必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

投
票
で
き
る
時
間
な
ど

　
10
月
21
日
㈰
午
前
７
時
―
午
後

８
時
に
市
長
選
挙
と
市
議
会
議
員

選
挙
の
投
票
を
受
け
付
け
ま
す
。

世
帯
ご
と
に
封
書
で
届
く
投
票
所

入
場
整
理
券
を
持
っ
て
、
指
定
の

投
票
所
へ
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

同
整
理
券
が
届
か
な
か
っ
た

り
、
紛
失
し
た
場
合
で
も
、
本
人

確
認
が
で
き
れ
ば
投
票
で
き
ま

す
。
な
お
、
開
票
は
午
後
９
時
半

か
ら
総
合
体
育
館
で
行
い
ま
す
。

投
票
で
き
る
人

　
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
登
録

さ
れ
る
の
は
、
日
本
国
民
で
、
平

成
12
年
10
月
22
日
以
前
に
生
ま

れ
、
30
年
７
月
13
日
以
前
に
市
の

住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
、
引

き
続
き
住
ん
で
い
る
人
で
す
。

市
内
で
住
所
変
更
を
し
た
人

　
市
内
で
転
居
し
、
10
月
１
日
㈪

以
降
に
市
民
課
に
転
居
届
を
出
し

た
人
は
、
前
住
所
の
投
票
所
で
投

票
し
て
く
だ
さ
い
。

市
外
へ
転
出
す
る
人

　
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
人
で
も
、
10
月
14
日
㈰
ま

で
に
転
出
し
た
人
は
投
票
で
き
ま

せ
ん
。
15
日
㈪
か
ら
20
日
㈯
ま
で

に
転
出
す
る
人
は
、
転
出
前
に
期

日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。
21
日
㈰

に
転
出
す
る
人
は
、
転
出
日
の
前

日
ま
で
は
期
日
前
投
票
が
、
転
出

日
の
当
日
は
転
出
前
に
指
定
の
投

票
所
で
投
票
が
で
き
ま
す
。

投
票
の
方
法

　
投
票
は
、
市
長
選
挙
、
市
議
会

議
員
選
挙
の
順
で
行
い
ま
す
。
市

長
選
挙
は
白
色
、
市
議
会
議
員
選

挙
は
、
ピ
ン
ク
色
の
投
票
用
紙
に

候
補
者
の
氏
名
を
書
い
て
投
票
し

て
く
だ
さ
い
。

代
理
投
票
と
点
字
に
よ
る
投
票

　
病
気
や
け
が
な
ど
で
、
候
補
者

種類

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

障がいの種別

代理記載制度が利用できる人

両下肢、体幹もしくは移動機能

免疫もしくは肝臓
両下肢もしくは体幹

介護保険法の要介護者

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸もしくは肝臓

１級もしくは２級
１級もしくは３級
１級から３級
特別項症から第２項症まで

特別項症から第３項症まで

要介護状態区分が要介護５

上記の該当者で、身体障害者手帳に上肢もしくは視覚の障がいの程度が１級の記載がある人
上記の該当者で、戦傷病者手帳に上肢もしくは視覚の障がいの程度が特別項症から第２項症までの記載がある人

程度・区分

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸もしくは小腸

介護保険の被保険者証

有権者など 政党など

○

×

○ ○

×

○○

候補者

※1 電子メールアドレスなどの表示義務あり　※2 メッセージ機能を含む　※3 メールの受信を同意した場合に限る　※4 市選挙管理
委員会が所定の要件を満たす政治団体であることを認めたものに限る

できること／できないこと

ウェブサイトなどを用いた選挙運動※1
（ホームページ、ブログ、フェイスブック・ツイッターなどのSNS※2、政策動画のネット配信）

ウェブサイトに掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙
に印刷して頒布（証紙なし）

電子メールを用いた選挙運動※3
（選挙運動用電子メールの送信、選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信）

　

※4

× ×

名
を
自
分
で
記
入
で
き
な
い
人

は
、
代
理
投
票
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
目
の
不
自
由
な
人
は
、

点
字
に
よ
る
投
票
が
で
き
ま
す
。

い
ず
れ
も
、
投
票
所
で
係
員
に
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

当
日
に
予
定
が
あ
る
人

　
投
票
日
に
、
仕
事
や
旅
行
な
ど

で
投
票
所
に
行
け
な
い
人
は
10
月

15
日
㈪
か
ら
20
日
㈯
ま
で
期
日
前

投
票
が
で
き
ま
す
。
市
役
所
１
階

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
午
前
８
時

半
か
ら
午
後
８
時
ま
で
、
東
谷
行

政
セ
ン
タ
ー
で
は
午
前
９
時
か
ら

午
後
５
時
半
ま
で
受
け
付
け
ま

す
。
投
票
所
入
場
整
理
券
（
本
人

確
認
が
で
き
れ
ば
無
く
て
も
可
）

を
持
っ
て
、
い
ず
れ
か
の
投
票
所

へ
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
入
場
整
理

券
裏
面
の
宣
誓
書
に
、
本
人
が
必

要
事
項
を
書
い
て
持
参
す
る
か
、

期
日
前
投
票
所
に
備
え
付
け
の
宣

誓
書
に
必
要
事
項
を
書
い
て
く
だ

さ
い
（
印
鑑
は
不
要
）。

出
張
な
ど
で

川
西
市
以
外
に
滞
在
中
の
人

　
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
投
票

用
紙
な
ど
を
取
り
寄
せ
て
、
国
内

の
滞
在
先
の
選
挙
管
理
委
員
会
で

投
票
で
き
ま
す
。
郵
便
で
の
手
続

き
が
必
要
な
の
で
、
日
数
が
か
か

り
ま
す
。
早
め
に
同
委
員
会
に
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に

入
院
ま
た
は
入
所
中
の
人

　
県
選
挙
管
理
委
員
会
指
定
の
病

院
、
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入
院
ま

た
は
入
所
中
の
人
は
、
入
院
ま
た

は
入
所
中
の
施
設
で
投
票
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
手
続
き
に
つ
い

て
は
、
施
設
の
事
務
局
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

重
度
の
障
が
い
な
ど
の
あ
る
人

　

郵
便
な
ど
で
投
票
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
事
前
に
「
郵
便
等

投
票
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在

者
投
票
が
で
き
る
人
で
、
あ
ら
か

じ
め
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出

た
人
（
選
挙
権
を
有
す
る
者
に
限

る
）
に
投
票
を
記
載
さ
せ
る
代
理

記
載
制
度
も
あ
り
ま
す
。
早
め
に

同
委
員
会
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。対
象
者
は
下
表
１
の
通
り
。

選
挙
公
報
を
各
戸
配
布

　
候
補
者
の
政
見
な
ど
を
掲
載
し

た
選
挙
公
報
は
、
10
月
16
日
㈫
か

ら
順
次
各
戸
に
配
布
し
ま
す
。
届

か
な
い
場
合
は
選
挙
管
理
委
員
会

に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で

き
る
他
、
市
役
所
１
階
の
正
面
案

内
や
各
公
民
館
、
行
政
セ
ン
タ
ー

に
備
え
付
け
ま
す
。

選
挙
運
動
の
ル
ー
ル

　
選
挙
運
動
は
、
選
挙
の
告
示
日

か
ら
投
票
日
の
前
日
ま
で
。
戸
別

訪
問
や
署
名
運
動
、
飲
食
物
の
提

供
な
ど
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
政
治
家
（
候
補
者
と
候
補
者
に

な
ろ
う
と
す
る
人
、
現
在
公
職
に

あ
る
人
）
や
後
援
団
体
が
寄
付
を

し
た
り
、
有
権
者
が
こ
れ
を
求
め

る
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
次
の
行
為
も
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

▽
町
内
会
の
集
会
や
旅
行
な
ど
の

催
物
へ
の
寸
志
や
飲
食
物
の
差
し

入
れ
▽
地
域
の
運
動
会
へ
の
飲
食

物
の
差
し
入
れ
▽
落
成
式
や
開
店

祝
の
花
輪
▽
葬
式
の
花
輪
・
供
花

▽
新
聞
な
ど
へ
の
有
料
あ
い
さ
つ

広
告
な
ど

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た

選
挙
運
動

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用

し
た
選
挙
運
動
は
、
一
部
解
禁
さ

れ
ま
し
た
が
、
今
ま
で
通
り
、
事

前
運
動
の
禁
止
や
18
歳
未
満
の
者

の
選
挙
運
動
の
禁
止
な
ど
も
あ
り

ま
す
（
下
表
２
を
参
照
）。

問い合わせ
市選挙管理委員会事務局
☎（740）1251

市
長
選
挙
と
市
議
会
議
員
選
挙

表１　郵便などで投票ができる対象者

表２　インターネット選挙運動 期日前投票
市役所１階市民ギャラリー

午前８時半―午後８時

東谷行政センター
午前９時―午後５時半

10月15日㈪～20日㈯
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